
 

 

令和元年 12 月 13 日 

亀岡市教育委員会 亀岡市立東輝中学校 

問い合わせ先：亀岡市教育委員会（教育総務課）２２－３１３１（代表） 

亀岡市立東輝中学校       ２４―３４１８    

保護者の皆様へ 

 

電話の自動応答システムの導入について 

 

 保護者の皆様には、日頃より亀岡市の教育の推進に対してご理解とご協力をいただき、心

より感謝申し上げます。 

 さて、昨今、学校や子どもたちを取り巻く環境が多様化・複雑化している中で、教職員の

長時間勤務の改善が大きな課題となっております。教職員が心身ともに健康で、子どもと向

き合う時間や授業準備などに十分な時間を使うことができるよう、各校の実態に即して行事

の精選・見直しや業務内容の改善等、取組を進めているところです。 

そこで「教職員の働き方改革推進」の視点から、学校の電話機に自動応答システムを導入

することとしました。 

保護者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※生徒が下校を終え帰宅が完了する時刻から、翌朝生徒が登校を始める時刻までを目安と

し、学校毎に時間を設定するため、設定時間は学校により異なります。 

 ※生徒の帰宅が完了した後、教職員の正規の勤務時間が過ぎれば、この時間より早く自動

応答になることがあります。 

電話の自動応答システムとは 

時間外の電話については、学校で設定がされたメッセージ（「こちらは東輝中学校です。

ただいまの時間は、電話にでることができません。恐れ入りますが、次の登校日の午前 

７時 15分以降に改めてお電話をいただきますようお願いいたします。」）が自動応答を行 

います。録音機能はございません。 

 

自動応答システムの使用開始日時 

令和元年 12月 24日（火）午後７時～ 

 

自動応答システムによる応答時間 

 

区分 自動応答システムによる応答時間 

平日 午後７時 00分～翌日午前７時 15分 

土曜日・日曜日・祝日・学校閉庁日等 終日 

 


